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一般財団法人積善会十全総合病院研修管理委員会 

 



はじめに  

 医師の卒後臨床研修制度は、平成１６年度から新たな時代に入りました。かつて我が国で

も、昭和４２年まではインターン制度として卒後１年間の臨床研修が形の上では行われてい

ましたが、制度の不備から中止され今日に至っていました。 

 その間に医学が細分化され、医師も専門医志向となりました。これらの弊害として、プラ

イマリ・ケアが疎かにされ、世間の批判を浴びることとなり、２年間のスーパーローテート

方式の臨床研修必修化となったと考えています。 

そのため当院では、医師として一生使える知識、技術を中心に、医の倫理の確立を含めた

研修プログラムにより、良医の育成をモットーといたします。 

私たちの病院は、市中第一線の病院として地域医療に活動しており、臨床力を培い、信頼さ

れる医師の養成に努めたいと思っております。 

真の臨床医を目指す研修医の皆さんが参集されることを期待しております。 

 

一般財団法人積善会十全総合病院 

理事長 松尾 嘉禮       

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．プログラムの名称 

十全初期研修プログラム 

 

２．プログラムの目的と特徴 

 

（１） 目的 

近年、医療は専門分化が著しく、医師の専門医志向も強くなっている。その反面、医師については、

単に専門分野の負傷又は疾病を治療するのみでなく、患者さまの健康と負傷又は疾病を全人的に診る

ことが期待され、医師と患者さま及びその家族との間での十分なコミュニケーションの下に総合的な

診療を行うことが求められている。 

また、医療の社会的重要性及び公共性を考えると、臨床研修は、医師個人の技術の向上を超えて、

社会にとって必要性の高いものである。 

このため、臨床研修については、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にか

かわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる

負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）

を身に付けることを目的とする。 

 

（２） 特徴  

それぞれ特徴のある協力型研修病院、研修協力施設と連携し、１年目は必修科目である内科、外科、

小児科、精神科、産婦人科を主に研修することで基本を身に付け、２年目に救急研修、地域医療を研

修し、全人的医療を行える医療人としての資質向上を目指す。 

その後は、将来進みたい診療科においてより実践的な医療知識・技術の研修をしたり、頻繁に遭遇

する基本手技・症例を徹底して研修したりする等、個々の選択により研修科を設定が可能。 

 

３．プログラムの概要   

 

（１） 研修プログラム参加病院等 

○基幹型臨床研修病院 

・一般財団法人積善会十全総合病院 

○協力型臨床研修病院 

・医療法人十全会 十全ユリノキ病院（精神科研修） 

・日本赤十字社医療センター（救急研修） 

・愛媛県立新居浜病院（救急研修、産婦人科研修） 

・社会医療法人同心会西条中央病院（小児科研修） 

・愛媛大学医学部附属病院（小児科研修、選択科研修） 

・愛媛県立南宇和病院（地域医療研修、選択科研修） 

・医療法人新松田会愛宕病院（外科研修、選択科研修） 

・名瀬徳州会病院（選択科研修） 

○研修協力施設 

・中山皮膚科クリニック（選択科研修：皮膚科） 

・井石内科医院（選択科研修：内科） 

・ながやす整形外科クリニック（選択科研修：整形外科） 

・愛媛県西条保健所（地域保健） 

 



（２） 研修期間・研修先 

研修分野 研修期間 研修施設 

内科（必修） 

※一般外来を含む 
２８週 一般財団法人積善会十全総合病院 

救急（必修） １２週 
日本赤十字社医療センター 

愛媛県立新居浜病院 

地域医療（必修） ４週 愛媛県立南宇和病院 

外科（必修） ４週 
一般財団法人積善会十全総合病院 

医療法人新松田会愛宕病院 

小児科（必修） ４週 
社会医療法人同心会西条中央病院 

愛媛大学医学部附属病院 

精神科（必修） ４週 医療法人十全会十全ユリノキ病院 

産婦人科（必修） ４週 愛媛県立新居浜病院 

選択科 ４４週 

愛媛大学医学部附属病院（診療科すべて） 

一般財団法人積善会十全総合病院（精神科、循環器科、 

小児科、放射線科、産婦人科以外の診療科） 

医療法人十全会十全ユリノキ病院（精神科） 

医療法人新松田会愛宕病院（内科、外科、脳神経外科、 

整形外科） 

愛媛県立南宇和病院（地域医療） 

名瀬徳州会病院（地域医療） 

中山皮膚科クリニック（皮膚科） 

井石内科医院（内科） 

ながやす整形外科クリニック（整形外科） 

愛媛県西条保健所（地域保健） 

 

  ※救急研修：日本赤十字社医療センターもしくは愛媛県立新居浜病院を選択。 

  ※小児科研修：西条中央病院もしくは愛媛大学医学部附属病院を選択。 

  ※外科研修：十全総合病院もしくは愛宕病院を選択。 

※産婦人科研修：必修科は愛媛県立新居浜病院、選択科は愛媛大学医学部附属病院。 

※選択科としての地域医療研修：愛媛県立南宇和病院もしくは名瀬徳州会病院を選択。 

※選択科目の期間中研修医の希望により、西条保健所において地域保健の研修が可能（２週間）。 

  ※内科研修期間中に一般外来研修を並行して行う。日数が不足する場合は、選択科（内科）研修

期間で補完する。 

選択科目一覧 

内科 外科 小児科 精神科 産婦人科 循環器科 整形外科 

脳神経外科 形成外科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 麻酔科 放射線科 

地域医療 地域保健として 西条保健所 



  ※地域医療にて在宅研修が不足する場合は、内科（選択科）において実施する。 

  ※到達目標の達成状況により診療科の調整をすることがある。 

 

（３） プログラムの研修医定員 

各年度とも３名 

 

（４） プログラム責任者、研修実施責任者、指導医（者）等 

 下記の通りプログラム責任者をおく。 

  ①プログラム責任者 

氏名 卒年・出身大学 役職 主な認定・資格 

太田 和美 
Ｈ２年 

岡山大学医学部卒 

副院長 

（外科部長） 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会認定医 

日本静脈経腸栄養学会認定医 

ＩＣＤ 

 

②研修実施責任者及び指導医（者）数 

施 設 名 研修実施責任者名 指導医（者）数 

十全総合病院 太田 和美 １０ 

十全ユリノキ病院 武田 直也 ３ 

日本赤十字社医療センター 林  宗博 ３ 

愛媛県立新居浜病院 勝原 和博 １ 

西条中央病院 小野 仁志 ２ 

愛媛大学医学部附属病院 熊木 天児 ２７ 

愛媛県立南宇和病院 村上 晃司 ３ 

愛宕病院 檜山 和寛 ６ 

名瀬徳州会病院 満元洋二郎 ５ 

中山皮膚科クリニック 中山 恵二 １ 

井石内科医院 井石 貴子 １ 

ながやす整形外科クリニック 永易 大典 １ 

愛媛県西条保健所 武方 誠二 １ 

 

 

 

 



 

４．病院の概要 

 

（１） 病院理念 

 私達は院是「誠」の医療を推進いたします 

  １．私達は他人のために尽くして感謝しよう 

  １．私達は自分の力で伸びて行こう 

  １．私達は私達の規則を尊重しよう 

 

（２） 沿革 

昭和３１年 ３月 ６日  松尾医院創設 

昭和３８年 ９月 １日  医療法人十全会十全病院と改称 

昭和４２年 ８月 １日  新居浜第一外科病院創設 

昭和４４年 ４月 １日  医療法人十全会十全病院と新居浜第一外科病院を合併 

財団法人積善会附属十全総合病院となる 

 昭和６３年 ４月２４日  新病棟完成 許可病床数３５０床となる 

 平成 ８年１１月 １日  インターネット上に病院ホームページ開設 

 平成１４年 ５月 ７日  新外来棟１期工事完成、診療開始 

 平成１５年 １月 １日  総合診療情報システム稼働 

 平成１６年 ６月２３日  新外来棟２期工事完成 

 平成１６年 ９月１１日  病床区分届出 一般病床２９０床 療養病床６０床となる 

 平成１７年 ４月 １日  医師卒後臨床研修開始（管理型臨床研修病院） 

 平成１９年 １月２２日  日本医療機能評価機構の認定を受ける 

 平成２４年 ４月 １日  一般財団法人積善会十全総合病院に名称変更 

 

（３） 病床数 

 一般病床２９０床 療養病床６０床 

 

（４） 標榜診療科 

内科、精神科、神経科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、 

脳神経外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、 

リハビリテーション科、脳神経内科、血管外科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科 

 

（５） 専門外来 

脳神経内科、リウマチ専門外来、内分泌外来、呼吸器外来、乳腺外来、ペインクリニック、 

コンタクト外来、補聴器外来、頭痛外来、人間ドック、脳ドック 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６） 認定指導施設、認定医、専門医教育施設等の教育研修指定関係 

日本内科学会 教育関連病院 

日本消化器病学会 認定施設 

日本消化器内視鏡学会 認定施設 

日本外科学会 専門医制度修練施設 

日本消化器外科学会 専門医修練施設 

日本整形外科学会 認定施設 

日本麻酔科学会 麻酔科認定病院 

日本泌尿器科学会 専門医教育施設 

日本プライマリ・ケア学会 認定医研修施設 

日本呼吸器学会 認定施設 

日本眼科学会 専門医研修施設 

日本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ稼働施設 

日本病態栄養学会 認定栄養管理・ＮＳＴ実施施設 

日本透析医学会 教育関連病院 

 

５．研修管理委員会 

 

 別に定める「一般財団法人積善会十全総合病院研修管理委員会規程」に基づき、研修医の管理を 

行う。 

（１） 研修管理委員会の職務 

① 研修プログラムの作成方針の決定及び各研修プログラム間の相互調整等に関すること 

② 研修医の募集、他施設での研修、研修継続の可否、処遇、勤務管理及び健康管理等、研修医の 

全体的な管理に関すること 

③ 研修目標の達成状況の評価、臨床研修修了時及び中断時の評価に関すること 

④ 採用時における研修希望者の評価に関すること 

⑤ 研修後及び中断後の進路について、相談等の支援に関すること 

⑥ その他臨床研修に関すること 

 

（２） 研修管理委員会の構成 

① 理事長 

② 病院長  

③ 副院長 

④ 研修プログラムのプログラム責任者 

⑤ 副プログラム責任者 

⑥ 各診療科の指導医 

⑦ 協力型臨床研修病院の研修実施責任者  

⑧ 研修協力施設の研修実施責任者 



⑨ 事務長 

⑩ その他病院長が必要と認めた者 

 

６．指導体制 

 

（１） プログラム責任者の業務 

① 研修プログラムの作成・管理を行う。 

② 全研修期間を通じて個々の研修医の指導・管理を行う。 

 

 

（２） 副プログラム責任者の業務 

 ① プログラム責任者を補佐する。 

 

（３） 指導医等の業務 

① 研修医に対して、研修プログラムの指導、計画の伝達等を行い、研修プログラムに基づく研 

  修指導にあたる。 

② 外来、回診、症例検討会、抄読会、等の教育に関する行事について事前にスケジュール表を「研 

修管理委員会」に対して提出する。 

③ 研修プログラムに関する提言等を「研修管理委員会」に行う。 

④ 研修医の日々の問題解決、研修指導スケジュールの調整、個別指導などを行う。 

⑤ 病理の指導医は、剖検およびＣＰＣについて研修医に参加するように連絡する。 

⑥ 指導は「医師臨床研修指導ガイドライン－2020 年度版－」に則して行う。 

 

（４） 研修の記録及び評価 

① 研修医は研修科目ごとに自己評価を行い、１年次、２年次をとおしての自己評価を行う。 

② 指導医は研修医の評価を行うとともに研修医の自己評価結果を研修期間ごとに点検し到達目 

標の不足などの場合は研修管理委員会に速やかに報告する。 

③ 指導医は研修医に対する評価を行い、研修管理委員会に研修医評価に必要な事項を記載し提出 

する。 

④ 最終的な総合評価は研修管理委員会が行い、その記録は研修終了時まで保管する。 

⑤ 記録及び到達目標の達成度評価は「医師臨床研修指導ガイドライン－2020 年度版－」に則して

行うこととし、インターネットを用いた評価システムを活用した電子的記録により実施する。 

 

（５） 研修の中断 

① 研修管理委員会は、医師としての適正を欠く場合など研修医が臨床研修を継続することが困難 

であると認める場合は、当該研修医がそれまで受けた臨床研修に係る評価を行い、病院長に当該 

研修医の臨床研修を中断することを勧告する事が出来る。 

② 病院長は、①の勧告又は研修医の申し出を受けて、当該研修医の臨床研修を中断することが出 

来る。 

③ 病院長は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、当該研修医に 

対して臨床研修中断証を交付する。 

 

（６） 研修終了の認定 

① 研修管理委員会は、研修医の評価を行った場合は、病院長に研修医の評価を報告する。 



② 病院長は、①の評価に基づき、研修医が臨床研修を終了したと認めるときは臨床研修修了証を、 

研修医が臨床研修を終了していないと認めるときはその旨を文書で通知する。 

 

７．研修医の処遇 

 

（１） 身 分   研修医（４月１日に契約更新）  

（２） 給 与   基本給  １年次４５０，０００円  ２年次４８０，０００円 

（３） 賞 与   １年次：１．５ヶ月 ２年次：１．５ヶ月 

（４） 勤 務 時 間   平日 ８時４５分～１７時３０分（休憩１時間） 

（５） 当 直   ２年次以降、月４回、日直月１回。当直手当を支給。※１年次からも可。 

（６） 時間外勤務   有り。 時間外勤務をした場合は法定通り時間外手当を支給。 

（７） 宿 舎   なし。住宅手当５５，０００円を支給もしくは賃貸料相当額を控除。 

（８） 院内の個室   なし。医局等で共用室 

（９） 休 日   日曜日・土曜日・祝祭日・年末年始（12/31～1/3）・地方祭（10/18） 

（10） 年次有給休暇   １年次１０日  ２年次１１日（前年度分は繰越可） 

（11） 白 衣   貸与 

（12） 各 種 保 険   健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 

（13） 健 康 診 断   年２回実施 

（14） 賠 償 保 険   個人加入（任意） 

（15） 研 修会参加   地方学会１回、中央学会１回まで参加可能。旅費規程により費用を支給

する。 

             上記以外は論文発表を除き、出張扱いとするが費用は自己負担とする。 

（16） そ の 他   研修プログラムで定める医療機関、施設以外でのアルバイトは禁止する。 

 

８．募集及び採用方法 

 

（１） 募集定員 

各年度とも３名 

 

（２） 応募資格 

① 令和７年３月に大学医学部もしくは医科大学を卒業見込みの者または卒業している者で、 

令和６年実施の医師国家試験を受験し、医師免許取得見込み若しくは取得済みの者。 

② 医師臨床研修マッチング協議会が実施する研修医マッチングに参加する者。 

 

（３） 応募方法 

① 必要書類   

 申込書、履歴書、卒業証明書又は卒業見込証明書、成績証明書 

※申込書、履歴書は下記にメールを頂ければ返信します。 

② 応募先    

〒７９２－８５８６  愛媛県新居浜市北新町１番５号 

    一般財団法人積善会十全総合病院  総務課 担当者：矢野定宏  

        ＴＥＬ（０８９７）３３－１８１８ ＦＡＸ（０８９７）３７－２１２４ 

        ＵＲＬ  https://jyuzen.jp/ 

        Ｅメール sadahiro.yano@jyuzen.jp 



 

③ 応募締切  

令和６年８月９日（金） 

④ 選考方法  

面接、小論文により選考 

⑤ 選考日時  

    令和６年８月１９日（月）以降に実施  

※相談の上個別に決定します。 

⑥ 選考場所   

〒７９２－８５８６  愛媛県新居浜市北新町１番５号 

               一般財団法人積善会十全総合病院 

     ＴＥＬ（０８９７）３３－１８１８ ＦＡＸ（０８９７）３７－２１２４ 

⑦ 採用決定  

マッチングの結果に基づき採用を決定する。 

    但し、医師国家試験に不合格の場合は採用を取り消す。 

 

（４） 病院見学   

病院見学は随時受け付けております。以下の要領で申し込んで下さい。 

① 申込方法 

  下記の問い合わせ先まで次の内容にてメールで申し込んで下さい。 

・氏名 

・大学名、学年 

・見学を希望する診療科 

・質問事項等 

・連絡先（Ｅ-ｍａｉｌ） 

② 申込先 

   一般財団法人積善会十全総合病院 総務課 矢野定宏 

ＴＥＬ（０８９７）３３－１８１８ ＦＡＸ（０８９７）３７－２１２４ 

        ＵＲＬ  https://jyuzen.jp/ 

        Ｅメール sadahiro.yano@jyuzen.jp 

 

（５） 資料請求及び問い合わせ先 

〒７９２－８５８６  愛媛県新居浜市北新町１番５号 

    一般財団法人積善会十全総合病院  総務課 矢野定宏  

ＴＥＬ（０８９７）３３－１８１８ ＦＡＸ（０８９７）３７－２１２４ 

        ＵＲＬ  https://jyuzen.jp/ 

        Ｅメール sadahiro.yano@jyuzen.jp 


